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【Ⅰ－５ かかりつけ医、かかりつけ歯科医、かかりつけ薬剤師の機能の評価－④】 

④ 耳鼻咽喉科処置の見直し 
 

第１ 基本的な考え方 
 

耳鼻咽喉科処置について、小児に対する診療及び様々な処置の組合せ
を適切に評価する観点から、新たな評価を行うとともに、耳鼻咽喉科領
域の基本的な処置を適切に評価する観点から、評価を見直す。また、小
児の耳鼻咽喉科領域における薬剤耐性（AMR）対策を推進する観点から、
抗菌薬の適正使用について新たな評価を行う。 

 
第２ 具体的な内容 
 

１．耳鼻咽喉科において、６歳未満の乳幼児に対して耳鼻咽喉科処置を
実施した場合の加算を新設する。 
 

（新）  耳鼻咽喉科乳幼児処置加算   60 点 
 

［算定要件］ 
耳鼻咽喉科を標榜する保険医療機関において、耳鼻咽喉科を担当す

る医師が、６歳未満の乳幼児に対して、区分番号Ｊ０９５からＪ１１
５－２までに掲げる処置を行った場合は、耳鼻咽喉科乳幼児処置加算
として、１日につき 60 点を所定点数に加算する。この場合において、
区分番号Ｊ１１３の注に規定する乳幼児加算は別に算定できない。 

 
２．耳鼻咽喉科領域における６歳未満の乳幼児に対する抗菌薬適正使用

に係る評価を新設する。 
 

（新）  耳鼻咽喉科小児抗菌薬適正使用支援加算   80 点 
 

［算定要件］ 
別に厚生労働大臣が定める施設基準を満たす保険医療機関において、

急性気道感染症、急性中耳炎又は急性副鼻腔炎により受診した６歳未
満の乳幼児に対して、区分番号Ｊ０９５からＪ１１５－２までに掲げ
る処置を行った場合であって、診察の結果、抗菌薬の投与の必要性が
認められないため抗菌薬を使用しない場合において、療養上必要な指
導及び当該処置の結果の説明を行い、文書により説明内容を提供した
場合は、耳鼻咽喉科小児抗菌薬適正使用支援加算として、月１回に限
り 80 点を所定点数に加算する。 
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［施設基準］ 
（１）抗菌薬の適正な使用を推進するための体制が整備されていること。 
（２）当該保険医療機関が病院の場合にあっては、データ提出加算２に

係る届出を行っていること。 
 
３．耳処置、鼻処置及び口腔・咽頭処置について、評価を見直す。 

 

改 定 案 現   行 

【耳処置（耳浴及び耳洗浄を含む。）】         

27点 

【鼻処置（鼻吸引、単純鼻出血及び鼻

前庭の処置を含む。）】 

       16点                         

【口腔、咽頭処置】 

             16点 

【耳処置（耳浴及び耳洗浄を含む。）】            

25点 

【鼻処置（鼻吸引、単純鼻出血及び鼻

前庭の処置を含む。）】 

         14点                         

【口腔、咽頭処置】 

               14点 

 

 




